
精神障害の労災認定 
精神障害を発病した場合の労災認定基準について 
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１ 精神障害の発病についての考え方 

精神障害は、さまざまな要因で発病します 

 

 

 

 

 

 

 

 例 事故や災害の体験               例 自分の出来事 

   仕事の失敗                    家族・親族の出来事 

   過重な責任の発生                 金銭関係 など 

   仕事の量・質の変化 など 

 

 

 

 

 

 

                          既往歴 

                          アルコール依存状況 

                          生活史（社会適用状況）など 

業務による心理的負荷 業務以外の心理的負荷 

精神障害の発病 

個体側要因 

 外部からのストレス（仕事や私生活が原因） 

 

 ストレスへの個人の対応力の強さ（脆弱性） 

                  発病が仕事による強いストレス 

 

発 病 労災と認定 
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２ 精神障害の労災認定要件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 対象疾病 

 ＩＣＤ－１０（国際疾病分類第１０回修正版）第Ⅴ章 

  Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害 

  Ｆ１ 精神作用物質使用による精神および行動の障害 

  Ｆ２ 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 

  Ｆ３ 気分［感情］障害 

  Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 

  Ｆ５ 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 

  Ｆ６ 成人のパーソナリティおよび行動の障害 

  Ｆ７ 精神遅滞［知的障害］ 

  Ｆ８ 心理的発達の障害 

  Ｆ９ 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、 

     特定不能の精神障害 

 

 上記「対象疾病」のうち業務に関連して発病する可

能性のある精神障害は、主としてＩＣＤ－１０第Ⅴ章

のＦ２からＦ４に分類される精神障害である。 

‐２‐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 認定要件 

 ① 対象疾病を発病していること 

 ② 対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、業務

による強い心理的負荷が認められること 

 ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対

象疾病を発病したとは認められないこと 

認定要件に関する基本的な考え方 

 

 

 

 

 

認定要件の具体的判断 

   明確な医学的判断により 

 

心理的負荷 

（ストレス） 

個体側の反

応性 

個体側の脆

弱性 

 精神的 

 破綻 

対象疾病の発病の有無 

発病の時期及び疾患名 

対象疾病の発

病前おおむね

６か月の間に

業務による強

い心理的負荷

が認められる 

労
災
と
認
定 
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第３ 業務による心理的負荷の強度の判断（発病前６か月） 

 ① 「特別な出来事」に該当する出来事がある場合 

 

 

 ② 「特別な出来事」に該当する出来事がない場合 

 

 

 

   ※ 総合評価「中」「弱」は労災認定されません。 

業務による心理的負荷評価表により判断 

「特別な出来事」 

  ① 心理的負荷が極度のもの 

  ② 極度の長時間労働 

「特別な出来事以外」 

  ① 事故や災害の体験 

  ② 仕事の失敗、過重な責任の発生等 

  ③ 仕事の量・質 

  ④ 役割・地位の変化等 

  ⑤ 対人関係 

  ⑥ セクシュアルハラスメント 

強 

弱 中 強 

労災と認定 

総合的に評価 
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心理的負荷の強度の具体的判断 

「特別な出来事」に該当する出来事がある場合 

  心理的負荷の総合評価を「強」と判断し労災認定 

「特別な出来事」に該当する出来事がない場合 

  ① 「具体的出来事」への当てはめ 

 

 

 

 

 

 

  ② 出来事ごとの心理的負荷の総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 出来事が複数ある場合の全体評価 

 

 

 

 

 

 

 

「心理的負荷評価表」の平均的な心理的負荷の強度 

 

 
具体的出来事 心理的負荷の強度「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」 

「心理的負荷評価表」の具体的出来事に示された具体例 

 

 
具体例に合致 

具体例に合致しない 心理的負荷の総合評価の視点 

強 中 弱 

強 

中 

中 

弱 

中 

強 

強 

中 

弱 

弱 

弱 

中 

弱 

中 

または 

または ・・・ 
「中」が複数 
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長時間労働がある場合の評価 

 時間外労働時間数（週４０時間を超える労働時間数） 

 

 

発病直前１か月 

１６０時間以上 

発病直前３週間 

１２０時間以上 

特別な出来事 

発病直前２か月連続 

１２０時間以上 

発病直前３か月連続 

１００時間以上 

具体的出来事 

（項目１６） 

中 
「中」出来事後 

１００時間以上 

 発

病 

「中」出来事前 

１００時間以上 
中 

 発

病 

「弱」出来事前 

１００時間以上 
弱 

「弱」出来事後 

１００時間以上 

 発
病 

強 

強 

強 
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第４ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    「Ⅲ」が複数 

                    「Ⅲ」の心理的負荷が特に強い 

 

①自分の出来事 

②自分以外の家

族・親族の出来事 

③金銭関係 
④事件、事故、災

害の体験 

⑤住環境の

変化 

⑥他人との

人間関係 

業務以外の心理的 

負荷評価表 

「心理的負荷の強度」 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

個体側要因（精神障害の既

往歴、アルコール依存等）

がない 

個体側要因（精神障害の既

往歴、アルコール依存等）

がある 

 

 

 

 で総合評価 

強 弱 中 

 

    であっても 
 

 労災にはならない 

強 
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